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 1. ナショナルコーチングスタッフの件 

  （協議（協議（協議（協議））））資料№１資料№１資料№１資料№１①②①②①②①② 

各カテゴリー日本代表チームナショナルコーチングスタッフおよびアスレティックトレーナー

を、別紙の通りとしたい。 

 2. 2012 年度 公認 S級コーチ養成講習会 受講者の件 

  （協議（協議（協議（協議））））資料№資料№資料№資料№２２２２ 

2012 年度 公認Ｓ級コーチ養成講習会の受講者を、別紙のとおりとしたい。 

 3. 日本人指導者海外派遣の件 

  （協議（協議（協議（協議））））資料№資料№資料№資料№３３３３ 

各国サッカー協会からの要請を受け、アジア貢献事業の一環として、以下の指導者および派遣先

サッカー協会との契約を更新したい。 

①派 遣 者： 関口 潔（せきぐち きよし）（42 歳） 

派遣先協会： 北マリアナ諸島サッカー協会（ＮＭＩＦＡ） 

資   格： 公認Ａ級コーチ（2005 年度取得） 

役   職： 北マリアナ諸島代表・各年代代表チームの監督、および技術委員長 

契約期間：   2012 年 2月 1 日～2013 年 1月 31 日 

費用負担：[ＪＦＡ]    給与及び傷害保険料 

[ＮＭＩＦＡ]  住居、自動車、日本-サイパン間の航空券 

②派 遣 者： 築舘 範男（つきたて のりお）（51歳） 

派遣先協会： 東ティモールサッカー協会（ＦＦＴＬ） 

資   格： 公認Ａ級コーチ（1991 年取得） 

役   職： U-19、U-16 東ティモール代表チームの監督 

契約期間：   2012 年 2月１日～2013 年 1月 31 日 

費用負担：[ＪＦＡ]  給与及び傷害保険料 

[ＦＦＴＬ] 住居・自動車、日本-東ティモール間の航空券 

③派 遣 者： 古賀 琢磨（こが たくま）（42歳） 

派遣先協会： シンガポールサッカー協会（ＦＡＳ） 

資   格： 公認Ｓ級コーチ（2006 年取得） 

役   職： U-17 シンガポール代表チームの監督 

契約期間：   2012 年 2月 1 日～2013 年 1月 31 日 

費用負担：[ＪＦＡ] 給与及び傷害保険料 

[ＦＡＳ] 給与の一部、住居・自動車、日本-シンガポール間の航空券 

＊尚、ＪＦＡは古賀氏が所属するセレッソ大阪との出向契約を更新することとしたい。 
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 4. なでしこジャパン海外強化指定選手制度の件 

  2010 年度 第 10 回理事会にて承認された、以下の選手に対する 2011 年度 なでしこジャパン海外

強化指定選手としての指定を解除したい。 

氏   名：山口麻美（やまぐち まみ） 

所属チーム：Hammarby（スウェーデン女子リーグ） 

生年月日 ：1986 年 8月 13 日 

理  由 ：現所属先との契約が 12 月末をもって満了となったため。 

 5. 女子特別指定選手制度の件 

  （協議（協議（協議（協議））））資料№資料№資料№資料№４４４４ 

2012 年度女子特別指定選手制度を、別紙の通り変更したい。 

※主な変更内容：受入先チームの対象をチャレンジリーグ出場チームまで拡大 

 6. 審判員とのプロフェッショナル契約の件 

  以下の 13名の審判員とプロフェッショナル契約を締結したい。 

契約期間は、2012 年 2月１日～2013 年 1 月 31 日。 

（年齢は 2012 年 1月 1日現在で、リストは年齢順） 

【主審】 

＜更新＞ 

① 吉田 寿光（よしだ としみつ） 1963 年 08 月 29 日生（48歳） 

② 村上 伸次（むらかみ のぶつぐ） 1969 年 11 月 23 日生（42歳） 

③ 扇谷 健司（おおぎや けんじ） 1971 年 01 月 03 日生（40歳） 

④ 西村 雄一（にしむら ゆういち） 1972 年 04 月 17 日生（39歳） 

⑤ 松尾 一（まつお はじめ） 1972 年 09 月 26 日生（39歳） 

⑥ 家本 政明（いえもと まさあき） 1973 年 06 月 02 日生（38歳） 

⑦ 東城 穣（とうじょう みのる） 1976 年 08 月 30 日生（35歳） 

⑧ 佐藤 隆治（さとう りゅうじ） 1977 年 04 月 16 日生（34歳） 

⑨ 飯田 淳平（いいだ じゅんぺい） 1981 年 08 月 14 日生（30歳） 

＜新規＞ 

⑩ 木村 博之（きむら ひろゆき） 1982 年 01 月 30 日生（29歳） 

    （（（（協議協議協議協議））））資料№資料№資料№資料№５５５５ 

【副審】 

＜更新＞ 

① 名木 利幸（なぎ としゆき） 1971 年 11 月 29 日生（40歳） 

② 相樂 亨（さがら とおる） 1976 年 06 月 25 日生（35歳） 

③ 大塚 晴弘（おおつか はるひろ） 1975 年 04 月 11 日生（36歳） 

 

 7. 審判指導者契約の件 

  （協議（協議（協議（協議））））資料№資料№資料№資料№６６６６ 

 以下の 2名の審判指導者との契約を更新したい。 

① 上川 徹（かみかわ とおる） 

役職： トップレフェリーインストラクター 
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期間： 2012 年 2月 1日～2014 年 1月 31 日 

業務： ・プロ審判の強化・育成および国内外のトップ審判の強化 

② 廣嶋 禎数（ひろしま よしかず） 

役職： トップレフェリーインストラクター 

期間： 2012 年 2月 1日～2014 年 1月 31 日 

業務： ・プロ審判の強化・育成および国内外のトップ審判の強化 

・副審に特化した強化・育成 

 8. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  （新規） 

1．公 認 申 請 者：青森県五戸町（ごのへまち） 

施 設 名：五戸町ひばり野公園サッカー場 

施 設 所 有 者：五戸町長 三浦正名（みうら まさな） 

ロングパイル人工芝：ビッグターフ（65-M）/ 日本フィールドシステム㈱ 

公 認 期 間：2012年1月12日～2015年1月11日 

公 認 番 号：第116号 

＜特記事項＞ 

� ビッグターフ（65-M）/ 日本フィールドシステム㈱は製品検査（ラボテスト）を完了し、 

JFA ロングパイル人工芝基準を満たしている。 

� 公認規程に基づき 2回の検査（フィールドテスト）を実施し、JFA ロングパイル人工芝 

基準を満たしている。 

 9. 第 8 回フットボールカンファレンスの件 

  （協議）（協議）（協議）（協議）資料№資料№資料№資料№７７７７    

第 8回フットボールカンファレンス開催候補地決定の手続きを以下のとおりとし、 

各都道府県サッカー協会より正式に開催希望を募り、開催候補地を決定したい。 

（１）次回（第 8回）フットボールカンファレンス概要（予定） 

日 程：2013 年１月 12日（土）・13日（日）・14 日（月・祝） 

参加者：約 1,000 名 

    公認指導者及び審判員 800 名（S～D級・審判員 1級） 

    海外ゲスト 50名（FIFA／各大陸連盟／AFC 加盟協会コーチ／ほか） 

    JFA 関係者 120 名 

    報道関係者 30名 

参加費：25,000 円 

（２）開催にあたり必要な要件（共催 FA にご協力いただきたい要件） 

（最低必要要件） 

① 国際会議場（大ホール 1000 席以上・小会議室 7～10 室）の確保 

② 国際会議場会場費（付帯設備含）の負担 

③ 運営スタッフの確保と人件費(日当・謝金)の負担（開催期間中約 30名） 

（その他検討事項） 

・ホテルの確保（海外ゲスト／関係者／参加者） 

・懇親会会場の確保（約 1000 名立食） 
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・アクセスの良さ（会場⇔ホテル⇔主要駅・空港） 

・自治体とのタイアップの可能性 

    ・国際会議場の付帯設備状況 

（３）開催申請の手続き 

   ①開催申請書（別紙）の提出（2012 年 1月 31 日まで） 

      （財）日本サッカー協会技術部 荒谷・福士宛  

電話：03－3830－1810 FAX：03－3830－1814 

   ②ヒアリング（日程調整予定） 

   ③JFA 技術委員会で審査（2012 年 3月） 

   ④JFA 理事会で承認（2012 年 3月） 

（４）開催の効果 

   ①世界・アジア・日本の最新情報をダイレクトにきくことができる。 

   ②世界・アジア・日本の指導者にダイレクトにメッセージを伝えることができる。 

   ③地元指導者が数多くカンファレンス参加することができる。 

   ④地元指導者と世界／アジア／日本全国の指導者とが交流することができる。 

  ⑤地元地域への波及効果 

   ・会場近隣商店街の売上増 

   ・会場近隣飲食店の売上増 

   ・地元宿泊施設、タクシー利用頻度増 等々 

 


